
 
 
 

平成 18 年 2月 23 日 

各 位  
不動産投信発行者名 
  東 京 都 港 区 赤 坂 二 丁 目 1 7   番 2 2   号 
  フ ロ ン テ ィ ア 不 動 産 投 資 法 人 
代 表 者 名 
   執行役員    出 村  日 出 夫 

 （コード番号：8964）       

問 合 せ 先（資産運用業務委託先） 
  ﾌ ﾛ ﾝ ﾃ ｨ ｱ ･ ﾘ ｰ ﾄ ･ ﾏ ﾈ ｼ ﾞ ﾒ ﾝ ﾄ 株 式 会 社 
  常務取締役   財務部長    市 倉  昇 

 TEL. 03‐3588‐1440 
 

規約一部変更及び役員選任に関するお知らせ 

 

本投資法人は、本日開催の役員会におきまして、下記内容の規約一部変更案及び役員選任案を、平成 18

年 3 月 28 日に開催される本投資法人の第１回投資主総会に付議することについて決議いたしましたので、

お知らせいたします。 

なお、下記事項は本投資主総会での承認可決をもって有効となります。 

 

記 

 

1．規約一部変更の主な内容及び理由について 

 

(1) 特定の期間に開催される投資主総会を想定し、第 15 条につき所要の変更を行い、第２項を新設す

るものであります。 

(2) 設立の際に定めた規定のうち不要となった条項や既に手続が終了した事項を削除し、規約を簡素化

すべく、第 18 条第１項、第 25 条、第 36 条及び別紙１につき所要の変更を行うとともに、第 40 条

ないし第 44 条及び別紙２を削除するものであります。 

(3) 税法における文言の整備に伴い、第 29 条第５項につき所要の変更を行うとともに、第 28 条及び第

37 条(1)②につき表現の統一を行うものであります。 

(4) 株式会社東京証券取引所が定める規程が改正され、同取引所が特定の不動産と併せて取得すること

が適当と認めるものについて投資することが可能となったことに伴い、第 30 条第６項を新設する

ものであります。 

(5) 営業期間中に新たに発行された投資口に関する金銭の分配額について、役員会の決定により、日割

りにより計算することができる旨を第 37 条(3)において定めておりますが、実効性の観点から該当

部分を削除するものであります。 

(6) その他、字句の修正、表現の統一及び定義の明確化を行うものであります。 

 

(本件の詳細については、添付資料「第１回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。) 

 

 

 



 
 
 
2．役員選任について 

  （執行役員） 

  執行役員出村日出夫から、平成 18 年 3 月 31 日をもって本投資法人の執行役員を辞任したい旨の申し出

があったため、後任の執行役員１名の選任をお願いするものであります。 

 

  （監督役員） 

執行役員の辞任の申し出に伴い、監督役員２名全員から平成 18 年 3 月 31 日をもって一旦本投資法人の

監督役員を辞任したい旨の申し出があったため、改めて監督役員２名の選任をお願いするものでありま

す。 

 

(本件の詳細については、添付資料「第１回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。) 

 

 

3．投資主総会の日程について 

平成 18 年 2月 23 日 投資主総会提出議案の役員会承認 

平成 18 年 3月 9 日 第１回投資主総会招集ご通知発送（予定） 

平成 18 年 3月 28 日 第１回投資主総会開催（予定） 

 

以上 

【添付資料】 

第１回投資主総会招集ご通知 

 

＊ 本資料の配布先 ： 兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会 

 

 

 

 


















































